
（様式第３号） 

受付番号：         

令和   年  月  日 

 

公益財団法人 和歌山県農業公社 理事長 様 

（取扱農協名          ） 

 

 

賃借権の設定等申込書  

（農地中間管理事業利用申込書） 

 

                                          〒    － 

                                          住所 

                                          氏名（法人の場合は名称） 

２２  

                                                   耕作者          印 

                                              電話番号                

                                              携帯番号                

 

  私は、農業公社を通じ農用地等の情報について提示を受け、市町村による機構を経由した農用

地利用集積計画又は農用地利用集積等促進計画による賃借権の設定等を受けたいので、別紙の農

用地について、下記事項に同意の上、申し込みます。 

 

記 

 

1．借り受けを希望する農用地の内容等 

  別紙のとおり 

 

2．その他 

(1) 利用状況の報告 

農用地等の利用状況報告書の提出を求められた場合は期日以内に報告を行います。 

(2) 賃借権等の解除 

次のいずれかに借受希望者（受け手）が該当するときは、機構は県知事の承認を受けて  

設定した賃借権等を解除することがあることについて了承致します。 

ア 当該農用地等を適正に利用していないと認められるとき 

イ 正当な理由がなく定められた期日より１年以内に賃借料を支払わないときその他信義

に反した行為をしたとき。  

ウ 正当な理由がなくて農地中間管理事業の推進に関する法律第 21 条第１項の規定による

報告をしないとき。 

エ 農地法第６条の２第２項の規定による通知を受けたとき。 

オ その他民法及び関連法規に定める解除事由に該当したとき。 

（3）目的物の返還 

 賃貸借又は使用貸借が終了したときは、その終了の日までに、当該土地を原状に回復し

て返還します。 

  

受け手→農業公社  

記入方法  
記入日を記載  

住所、氏名および電話番号を確認の上、 

押印をお願いします。  

印  



（
様

式
第

４
号

）

第
１

－
１

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
に

よ
る

権
利

の
設

定
関

係
　

　
　

　
【一

括
方

式
】

１
各

筆
明

細

（
氏

名
又

は
名

称
）

（
住

所
）

（
氏

名
又

は
名

称
）

（
住

所
）

（
氏

名
又

は
名

称
）

（
住

所
）

借
賃

借
賃

の
支

払
方

法
市

町
村

大
字

字
地

番
（
㎡

）
（
円

）

権
利

を
設

定
す

る
土

地
（
A

）
設

定
す

る
権

利
　

（
B

）

備
考

所
　

　
　

在
現

況
地

目
面

積
種

類
内

容
始

期
存

続
期

間
（
終

期
）

整
　

理
番

　
号

権
利

を
設

定
す

る
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
（
甲

）
土

地
所

有
者

権
利

の
設

定
を

受
け

る
者

兼
転

貸
を

行
う

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

　
（乙

）
　

公
益

財
団

法
人

 和
歌

山
県

農
業

公
社

　
　

　
理

事
長

和
歌

山
市

茶
屋

ノ
丁

２
－

１

転
貸

を
受

け
る

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

（
丙

）
耕

作
者

氏
名
お
よ
び
住
所
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

貸
借
す
る
農
地
や
条
件
に
つ
い
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

記
入
方
法



（
記

載
注

意
）

（
１

）
こ

の
各

筆
明

細
は

、
権

利
設

定
の

当
事

者
ご

と
に

別
葉

と
す

る
。

（
２

）
（
A

）
欄

は
、

市
町

村
大

字
別

に
記

載
す

る
。

（
３

）
（
A

）
欄

の
「
面

積
」
は

、
土

地
登

記
簿

に
よ

る
も

の
と

し
、

土
地

登
記

簿
の

地
積

が
著

し
く

事
実

と
相

違
す

る
場

合
、

土
地

登
記

簿
の

面
積

が
な

い
場

合
及

び
土

地
改

良
事

業
に

よ
る

一
時

利
用

の
指

定
を

受
け

た
土

地
の

場
合

に
は

実
測

面
積

を
（
　

）書
き

で
下

段
に

２
段

書
き

す
る

。
ま

た
、

１
筆

の
一

部
に

つ
い

て
権

利
が

設
定

さ
れ

る
場

合
に

は
、

権
利

を
設

定
す

る
実

測

面
積

を
（
　

）書
き

で
下

段
に

２
段

書
き

す
る

と
と

も
に

、
当

該
部

分
を

特
定

す
る

こ
と

の
で

き
る

図
面

を
添

付
す

る
。

（
４

）
（
B

）
欄

の
「
種

類
」
は

、
「賃

借
権

」
又

は
「
使

用
貸

借
権

」
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
。

（
５

）
（
B

）
欄

の
「
内

容
」
は

、
賃

借
権

の
設

定
に

よ
る

当
該

土
地

の
利

用
目

的
（
例

え
ば

水
田

と
し

て
利

用
、

普
通

畑
と

し
て

利
用

、
樹

園
地

と
し

て
利

用
、

農
業

用
施

設
用

地

（
畜

舎
）
と

し
て

利
用

等
）
を

記
載

す
る

。

（
６

）
（
B

）
欄

の
「
存

続
期

間
（
終

期
）
」
は

、
「
○

年
」
又

は
「
○

○
年

○
○

月
○

○
日

ま
で

」
と

記
載

す
る

。

（
７

）
（
B

）
欄

の
「
借

賃
」
は

、
設

定
又

は
移

転
を

受
け

る
権

利
が

賃
借

権
で

あ
る

場
合

に
、

当
該

土
地

の
１

年
分

の
借

賃
の

額
を

記
載

す
る

。

（
８

）
（
B

）
欄

の
「
借

賃
の

支
払

方
法

」
は

、
借

賃
の

支
払

期
限

と
支

払
方

法
（
例

え
ば

、
毎

年
○

月
○

○
日

ま
で

に
○

○
（
金

融
機

関
名

）
の

○
○

名
義

の
貯

金
口

座
に

振
り

込

む
等

）
を

記
載

す
る

。

こ
の

計
画

に
同

意
す

る
。

権
利

を
設

定
す

る
者

（
甲

）
　

住
　

　
　

所
　

（
同

上
）

印

権
利

を
設

定
す

る
者

以
外

の
者

で
権

利
を

設
定

す
る

土
地

住
　

　
　

所
印

に
つ

き
所

有
権

そ
の

他
の

使
用

収
益

権
を

有
す

る
者

転
貸

を
受

け
る

者
（
丙

）
住

　
　

　
所

　
（
同

上
）

印
○

○
　

○
○

○
○

　
○

○

○
○

　
○

○

氏
名
を
確
認
の
上
、
押
印
を
お
願
い
し
ま
す
。

印



【
添

付
書

類
】

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等

（
個

　
人

）

日

人

人
（

人
）

人

（
人

）

人
人

（
人

）

（
記

載
注

意
）

（
１

）
権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
の

農
業

経
営

の
状

況
等

の
記

載
は

、
同

一
公

告
に

係
る

計
画

書
中

、
い

ず
れ

か
に

そ
の

記
載

が
あ

れ
ば

、
他

は
そ

の
記

載
を

要
し

な
い

。

（
２

）
（
A

）
欄

は
、

同
一

公
告

に
係

る
計

画
に

よ
っ

て
、

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
権

の
設

定
、

移
転

が
２

つ
以

上
あ

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

を
合

算
し

て
面

積
を

記
入

す
る

。

な
お

、
「
そ

の
他

」
に

は
、

混
牧

林
地

、
農

業
用

施
設

の
用

に
供

さ
れ

る
土

地
の

別
に

そ
の

面
積

を
記

載
す

る
。

（
３

）
（
C

）
欄

は
、

主
た

る
経

営
作

目
を

「
水

稲
」
、

「果
樹

」
、

「
野

菜
」
、

「養
豚

」
、

「養
鶏

」
、

「酪
農

」
、

「肉
用

牛
」
、

「施
設

園
芸

」
等

と
記

載
す

る
。

（
４

）
（
D

)欄
の

「
農

業
専

従
者

」
と

は
、

自
家

農
業

労
働

日
数

が
年

間
お

お
む

ね
1
5
0
日

以
上

の
者

を
、

「
農

業
補

助
者

」
と

は
、

自
家

農
業

労
働

日
数

が
年

間
お

お
む

ね
6
0
～

1
4
9
日

の
者

を
い

う
。

（
５

）
賃

借
権

の
設

定
等

を
受

け
る

者
の

農
業

経
営

の
状

況
等

の
記

載
事

項
の

全
て

が
農

地
台

帳
に

よ
り

整
理

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

農
地

台
帳

番
号

○
○

、
氏

名
又

は
名

称
、

年
齢

、
農

作
業

従
事

日
数

の
み

の
記

載
に

か
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

権
利

設
定

等
を

受
け

る
土

地
の

面
積

（
A

）　
　

　
　

　
㎡

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

し
て

い
る

農
用

地
の

面
積

（
B

)　
　

　
　

　
㎡

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

た
る

経
営

品
目

（
C

)

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
世

帯
員

の
農

作
業

従
事

及
び

雇
用

労
働

力
の

状
況

　
（
D

)

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

な
家

畜
の

飼
育

状
況

（
E
）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

な
農

機
具

の
所

有
の

状
況

　
（F

）

世
帯

員
農

業
専

従
者

（
う

ち
1
5
歳

以
上

6
5
歳

未
満

の
者

）

雇
用

労
働

力
（
年

間
延

べ
労

働
日

数
）

整
理

番
号

氏
名

又
は

名
称

耕
作

者
年

齢
農

作
業

従
事

日
数

種
類

数
量

種
類

数
量

農
地

農
地

男
農

業
従

事
者

採
　

草
放

牧
地

農
業

補
助

者

主
と

し
て

農
業

に
従

事
す

る
者

そ
の

他

人
日

採
　

草
放

牧
地

女
従

と
し

て
農

業
に

従
事

す
る

者

権
利
設
定
等
を
受
け
る
者
が
権
利
設
定
等
を
受
け
た
後
に
行
う
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
が
、
権
利
設
定
等

を
受
け
る
農
用
地
等
の
周
辺
の
農
用
地
の
農
業
上
の
利
用
に
及
ぼ
す
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
影
響
（
Ｈ
）

年
齢
、
農
作
業
従
事
日
数
（
１
年
間
の
作
業
日
数
）
を
記
入
く
だ
さ
い
。

今
回
権
利
設
定
す
る
面
積

現
在
耕
作
中
の
面
積

主
た
る
経
営
品
目

･
世
帯
員
に
は
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
人
数
を
記
入
く
だ
さ
い
。

･
世
帯
員
の
う
ち
、
農
業
従
事
者
（
年
間
1
50
日
以
上
）
及
び
農
業
補
助

者
(年
間
6
0
～
1
4
9
日
)の
人
数
を
記
入
し
、
う
ち
1
5
歳
～
64
歳
の
人
数
を

（
）
内
に
記
入
く
だ
さ
い
。

雇
用
が
あ
る
場
合
、

年
間
延
べ
日
数
を

記
入
く
だ
さ
い
。 所
有
す
る
主
な
農
機
具
に

つ
い
て
記
入
く
だ
さ
い
。

修
正
が
あ
る
場
合
は
、
手
書
き
修
正
を
お
願
い
し
ま
す
。

記
入
方
法

※
「
個
人
」
の
場
合



【
添

付
書

類
】

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等

（
農

地
所

有
適

格
法

人
以

外
の

法
人

）

人
日

（
記

載
注

意
）

（
１

）
権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
の

農
業

経
営

の
状

況
等

の
記

載
は

、
同

一
公

告
に

係
る

計
画

書
中

、
い

ず
れ

か
に

そ
の

記
載

が
あ

れ
ば

、
他

は
そ

の
記

載
を

要
し

な
い

。

（
２

）
（
A

）
欄

は
、

同
一

公
告

に
係

る
計

画
に

よ
っ

て
、

賃
借

権
又

は
使

用
貸

借
権

の
設

定
、

移
転

が
２

つ
以

上
あ

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

を
合

算
し

て
面

積
を

記
入

す
る

。

な
お

、
「
そ

の
他

」
に

は
、

混
牧

林
地

、
農

業
用

施
設

の
用

に
供

さ
れ

る
土

地
の

別
に

そ
の

面
積

を
記

載
す

る
。

（
３

）
（
C

）
欄

は
、

主
た

る
経

営
作

目
を

「
水

稲
」
、

「
果

樹
」
、

「
野

菜
」
、

「
養

豚
」
、

「
養

鶏
」
、

「
酪

農
」
、

「
肉

用
牛

」
、

「
施

設
園

芸
」
等

と
記

載
す

る
。

（
４

）
（
D

)欄
の

「
住

所
」
は

、
取

締
役

、
理

事
、

執
行

役
、

支
店

長
等

の
役

職
に

就
い

て
い

る
者

で
、

そ
の

農
業

に
関

し
実

質
的

に
業

務
執

行
の

権
限

を
有

し
、

地
域

と
の

 

調
整

役
と

し
て

対
応

で
き

る
者

が
生

活
の

本
拠

と
し

て
い

る
市

町
村

名
を

記
載

す
る

。

（
５

）
（
Ｄ

）
欄

の
「
年

間
農

業
従

事
日

数
」
欄

の
「
前

年
実

績
」
欄

に
は

、
計

画
の

公
告

の
日

を
含

む
事

業
年

度
の

前
事

業
年

度
に

お
い

て
法

人
の

行
う

農
業

に
常

時
従

 

事
し

て
い

る
業

務
執

行
役

員
の

農
業

へ
の

年
間

従
事

日
数

を
記

載
し

、
「
見

込
み

」
欄

に
は

、
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
用

地
等

を
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

す
る

こ
と

 

と
な

る
日

を
含

む
事

業
年

度
に

お
け

る
農

業
へ

の
年

間
従

事
日

数
の

見
込

み
を

記
載

す
る

。
な

お
、

「
年

間
農

業
従

事
日

数
」
に

は
、

農
業

部
門

に
お

け
る

労
務

管
理

や
市

 

場
開

拓
等

に
従

事
し

た
日

数
も

含
ま

れ
る

。
 

整
理
番
号

法
人
の
名
称

権
利

設
定

等
を

受
け

る
土

地
の

面
積

（
A

）
　

　
　

　
　

㎡

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

し
て

い
る

農
用

地
の

面
積

（
B

)　
　

　
　

　
㎡

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
主

た
る

経
営

品
目

（
C

)

権
利

設
定

等
を

受
け

る
法

人
の

主
な

家
畜

の
飼

育
状

況
　

（
E
）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
法

人
の

主
な

農
機

具
の

所
有

の
状

況
　

（
F
）

氏
名

役
職

名
住

所
年

間
農

業
従

事
日

数

種
類

数
量

種
類

数
量

権
利

設
定

等
を

受
け

る
法

人
の

業
務

執
行

役
員

等
の

状
況

　
　

　
（
D

)

前
年

実
績

見
込

み

農
地

農
地

採
　

草

そ
の

他

放
牧

地
採

　
草

放
牧

地

雇
用
労
働
力
（
年
間
延
日
数
）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
権

利
設

定
等

を
受

け
た

後
に

行
う

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
が

、
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
用

地
等

の
周

辺
の

農
用

地
の

農
業

上
の

利
用

に
及

ぼ
す

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

影
響

（
G

）

地
域

の
農

業
に

お
け

る
他

の
農

業
者

と
の

役
割

分
担

の
状

況
（
H

）

法
人
の
名
称
を
記
入
く
だ
さ
い
。

今
回
権
利
設
定
す
る
面
積

現
在
耕
作
中
の
面
積

主
た
る
経
営
品
目
を
記
入
く
だ
さ
い
。

業
務
執
行
役
員
ま
た

は
重
要
な
使
用
人
に

つ
い
て
記
入
く
だ
さ

い
。

な
お
、
１
人
以
上
が

農
業
に
年
間
1
5
0
日

以
上
従
事
す
る
見
込

み
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
（
た
だ
し
、

農
作
業
に
限
ら
れ
ず

経
営
や
企
画
に
関
す

る
も
の
も
含
み
ま

す
。
）

所
有
す
る
主
な
農
機

具
に
つ
い
て
記
入
く

だ
さ
い
。

雇
用
が
あ
る
場
合
、
年
間
延
日
数
を
記
入
く
だ
さ
い
。

地
域
農
業
等
へ
の
参
画
に
つ
い
て
記
入
く
だ
さ
い
。

（
例
）

･
道
路
、
水
路
、
た
め
池
等
の
共
同
利
用
施
設
の
取
り
決
め
を
遵
守
す
る
。

･
集
落
で
の
話
し
合
い
に
参
加
す
る
。

･
農
道
や
水
路
の
維
持
活
動
へ
の
参
画
を
行
う

等

記
入
方
法

※
「
農
地
所
有
適
格
法
人
以
外
の
法
人
」
の
場
合



【添
付

書
類

】

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

の
農

業
経

営
の

状
況

等

（
農

地
所

有
適

格
法

人
）

左
記

以
外

の
事

業
の

内
容

現
在

現
在

現
在

権
利

取
得

後
権

利
取

得
後

権
利

取
得

後

3
年

前
3
年

前

2
年

前
2
年

前

1
年

前
1
年

前

初
年

度
初

年
度

2
年

目
2
年

目

3
年

目
3
年

目

人
日

整
理

番
号

農
地

所
有

適
格

法
人

の
名

称

権
利

設
定

等
を

受
け

る
土

地
の

面
積

（
Ａ

）
　

　
　

　
㎡

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

地
所

有
適

格
法

人
が

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
に

供
し

て
い

る
農

用
地

の
面

積
（
Ｂ

）
　

　
　

　
㎡

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

地
所

有
適

格
法

人
の

事
業

の
状

況
（
Ｃ

）

農
地

農
地

事
業

の
実

施
状

況
及

び
事

業
計

画

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

地
所

有
適

格
法

人
の

主
な

農
機

具
の

所
有

の
状

況
（
Ｇ

）

事
業

の
種

類

農
畜

産
物

名
関

連
事

業
等

の
内

容
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
地

所
有

適
格

法
人

の
主

な
家

畜
の

飼
育

状
況

（
Ｆ

）

農
業

左
記

以
外

の
事

業

種
類

数
量

種
類

数
量

そ
の

他

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
　

　
　

　
円

採
草

放
牧

地

　
　

　
　

　
　

　
円

　
　

　
　

　
　

　
円

採
草

放
牧

地

　
　

　
　

　
　

　
円

権
利

設
定

等
を

受
け

る
農

地
所

有
適

格
法

人
の

構
成

員
の

状
況

（
Ｄ

）
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
地

所
有

適
格

法
人

の
業

務
執

行
役

員
の

状
況

（
Ｅ

）

氏
名

・
名

称
議

決
権

又
は

株
式

の
数

法
人

へ
の

農
地

等
の

権
利

設
定

・
移

転
年

間
農

業
従

事
日

数
法

人
と

構
成

員
と

の
取

引
関

係
等

の
内

容
氏

名
住

所

年
間

農
業

従
事

日
数

権
利

の
種

類
面

積
　

　
　

　
㎡

前
年

実
績

見
込

み
年

間
農

作
業

従
事

日
数

前
年

実
績

見
込

み
前

年
実

績
見

込
み

雇
用

労
働

力
（
年

間
延

日
数

）

権
利

設
定

等
を

受
け

る
者

が
権

利
設

定
等

を
受

け
た

後
に

行
う

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
が

、
権

利
設

定
等

を
受

け
る

農
用

地
等

の
周

辺
の

農
用

地
の

農
業

上
の

利
用

に
及

ぼ
す

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

影
響

（
Ｈ

）

法
人
の
名
称
を
記
入
く
だ
さ
い
。

今
回
権
利
設
定
す
る
面
積

現
在
耕
作
中
の
面
積

現
在
及
び
権
利
取
得
後

に
つ
い
て
、
事
業
の
内

容
を
記
入
く
だ
さ
い
。

3
年
前
～
1
年
前
の
各
欄
に

は
決
算
が
確
定
し
て
い
る

年
度
の
売
上
高
、

初
年
度
～
3
年
目
の
各
欄

に
は
売
上
高
見
込
み
を
記

入
く
だ
さ
い
。

所
有
す
る
主
な
農
機
具
に

つ
い
て
記
入
く
だ
さ
い
。

業
務
執
行
役
員
ま
た
は
重
要
な
使
用
人
に
つ
い
て
記
入
く
だ
さ
い
。

な
お
、
役
員
の
過
半
が
年
間
1
5
0
日
以
上
従
事
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
（
た
だ
し
、
農
作
業
に
限
ら
れ
ず
経
営
や
企
画
に
関
す
る
も
の

も
含
み
ま
す
。
）

ま
た
、
１
人
以
上
が
農
作
業
に
年
間
6
0
日
以
上
従
事
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

雇
用
が
あ
る
場
合
、
年
間
延
日
数
を
記
入
く
だ
さ
い
。

議
決
権
又
は
株
式
を
持
つ
法
人
の
構
成
員
に
つ
い
て
記
入
く
だ
さ
い
。

な
お
、
農
業
関
係
者
が
総
議
決
件
の
過
半
を
占
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

記
入
方
法

※
「
農
地
所
有
適
格
法
人
」
の
場
合



（
記

載
注

意
）

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

　
(D

)欄
の

「
議

決
権

又
は

株
式

の
数

」
欄

に
は

、
株

式
会

社
に

あ
っ

て
は

株
式

（
議

決
権

の
あ

る
も

の
に

限
る

。
）
の

数
を

記
載

す
る

。

(8
)

(9
)

(1
0
)

(1
1
)

(1
2
)

　
（
C

)欄
の

「
関

連
事

業
等

の
内

容
」
に

は
、

法
人

の
農

業
に

関
連

す
る

事
業

（
①

農
畜

産
物

を
原

料
又

は
材

料
と

し
て

使
用

す
る

製
造

又
は

加
工

、
②

農
畜

産
物

の
貯

蔵
、

運
搬

又
は

販
売

、
③

農
業

生
産

に
必

要
な

資
材

の
製

造
、

④
農

作
業

の
受

託
）
、

農
業

と
併

せ
行

う
林

業
、

農
事

組
合

法
人

が
行

う
共

同
施

設
の

設
置

又
は

農
作

業
の

共
同

化
に

関
す

る
事

業
を

記
載

す
る

。

　
 権

利
設

定
等

を
受

け
る

者
の

農
業

経
営

の
状

況
等

（
以

下
「
本

書
類

」
と

い
う

。
）
は

、
同

一
公

告
に

係
る

計
画

中
、

い
ず

れ
か

に
そ

の
添

付
が

あ
れ

ば
、

他
は

そ
の

添
付

を
要

し
な

い
。

　
（
A

)欄
は

、
同

一
公

告
に

係
る

計
画

に
よ

っ
て

、
賃

借
権

又
は

使
用

貸
借

権
の

設
定

、
移

転
が

２
つ

以
上

あ
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

を
合

算
し

て
面

積
を

記
入

す
る

。
な

お
、

「
そ

の
他

」
に

は
、

混
牧

林
地

、
農

業
用

施
設

の
用

に
供

さ
れ

る
土

地
の

別
に

そ
の

面
積

を
記

載
す

る
。

　
（
C

)欄
の

「
農

畜
産

物
名

」
欄

に
は

、
法

人
の

生
産

す
る

農
畜

産
物

の
う

ち
、

粗
収

益
の

5
0
%
を

超
え

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
の

名
称

を
記

載
す

る
。

な
お

、
い

ず
れ

の
農

畜
産

物
の

粗
収

益
も

5
0
%
を

超
え

な
い

場
合

に
は

、
粗

収
益

の
多

い
も

の
か

ら
順

に
３

つ
の

農
畜

産
物

の
名

称
を

記
載

す
る

。

 　
(E

)欄
の

「
年

間
農

作
業

従
事

日
数

」
欄

の
「
前

年
実

績
」
欄

に
は

、
計

画
の

公
告

の
日

を
含

む
事

業
年

度
の

前
事

業
年

度
に

お
い

て
業

務
執

行
役

員
が

行
っ

た
農

業
へ

の
年

間
従

事
日

数
の

内
数

と
し

て
、

そ
の

行
っ

た
耕

う
ん

、
播

種
、

施
肥

、
刈

取
り

等
の

農
作

業
に

従
事

し
た

年
間

日
数

を
記

載
し

、
「
見

込
み

」
欄

に
は

、
権

利
を

取
得

し
よ

う
と

す
る

農
用

地
等

を
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

す
る

こ
と

と
な

る
日

を
含

む
事

業
年

度
に

お
い

て
業

務
執

行
役

員
の

行
う

こ
と

と
な

る
農

業
へ

の
年

間
従

事
日

数
の

内
数

と
し

て
、

そ
の

行
っ

た
耕

う
ん

、
播

種
、

施
肥

、
刈

取
り

等
の

農
作

業
に

従
事

す
る

年
間

日
数

の
見

込
み

を
記

載
す

る
。

　
（
C

)欄
の

「
権

利
取

得
後

」
欄

に
は

、
権

利
を

取
得

し
よ

う
と

す
る

農
地

又
は

採
草

放
牧

地
（
以

下
「
農

用
地

等
」
と

い
う

。
）
を

耕
作

又
は

養
畜

の
事

業
に

供
す

る
こ

と
と

な
る

日
を

含
む

事
業

年
度

以
後

の
状

況
を

記
載

す
る

。

　
（
C

)欄
の

「
農

業
」
欄

に
は

、
法

人
の

農
業

（
関

連
事

業
等

を
含

む
。

以
下

「
農

業
」
と

い
う

。
）
の

売
上

高
の

合
計

を
記

載
し

、
そ

れ
以

外
の

事
業

の
売

上
高

に
つ

い
て

は
、

「
左

記
以

外
の

事
業

」
欄

に
記

載
す

る
。

ま
た

「
1
年

前
」
か

ら
「
3
年

前
」
の

各
欄

に
は

、
そ

の
法

人
の

決
算

が
確

定
し

て
い

る
事

業
年

度
の

売
上

高
の

計
画

の
公

告
前

3
事

業
年

度
分

を
そ

れ
ぞ

れ
記

載
し

（
実

績
の

な
い

場
合

に
は

空
欄

）
、

「
初

年
度

」
か

ら
「
3
年

目
」
の

各
欄

に
は

、
権

利
を

取
得

し
よ

う
と

す
る

農
用

地
等

を
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

す
る

こ
と

と
な

る
日

を
含

む
事

業
年

度
を

初
年

度
と

す
る

3
事

業
年

度
分

の
売

上
高

の
見

込
み

を
そ

れ
ぞ

れ
記

載
す

る
。

　
(D

)欄
の

「
年

間
農

業
従

事
日

数
」
欄

の
「
前

年
実

績
」
欄

に
は

、
計

画
の

公
告

の
日

を
含

む
事

業
年

度
の

前
事

業
年

度
に

お
い

て
法

人
の

行
う

農
業

に
常

時
従

事
し

て
い

る
構

成
員

の
農

業
へ

の
年

間
従

事
日

数
を

記
載

し
、

「
見

込
み

」
欄

に
は

、
権

利
を

取
得

し
よ

う
と

す
る

農
用

地
等

を
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

す
る

こ
と

と
な

る
日

を
含

む
事

業
年

度
に

お
け

る
農

業
へ

の
年

間
従

事
日

数
の

見
込

み
を

記
載

す
る

。
　

な
お

、
「
年

間
農

業
従

事
日

数
」
に

は
、

農
業

部
門

に
お

け
る

労
務

管
理

や
市

場
開

拓
等

に
従

事
し

た
日

数
も

含
ま

れ
る

。

　
(D

)欄
の

「
法

人
と

構
成

員
と

の
取

引
関

係
等

の
内

容
」
欄

に
は

、
例

え
ば

、
「
法

人
か

ら
生

産
物

を
購

入
し

て
い

る
食

品
会

社
」
、

「
法

人
に

農
作

業
を

委
託

し
て

い
る

農
家

」
、

「
法

人
に

肥
料

を
販

売
す

る
肥

料
会

社
」
、

「
法

人
と

特
許

権
の

専
用

実
施

権
の

設
定

を
行

っ
て

い
る

種
苗

会
社

」
等

と
記

載
す

る
。

 　
(E

)欄
の

「
住

所
」
欄

に
は

、
農

事
組

合
法

人
に

あ
っ

て
は

理
事

、
合

名
会

社
、

合
資

会
社

又
は

合
同

会
社

に
あ

っ
て

は
業

務
執

行
権

を
有

す
る

社
員

、
株

式
会

社
に

あ
っ

て
は

取
締

役
（
以

下
「
業

務
執

行
役

員
」
い

う
。

）
が

生
活

の
本

拠
と

し
て

い
る

市
町

村
名

を
記

載
す

る
。

 　
(E

)欄
の

「
年

間
農

業
従

事
日

数
」
欄

の
「
前

年
実

績
」
欄

に
は

、
計

画
の

公
告

の
日

を
含

む
事

業
年

度
の

前
事

業
年

度
に

お
い

て
法

人
の

行
う

農
業

に
常

時
従

事
し

て
い

る
業

務
執

行
役

員
の

農
業

へ
の

年
間

従
事

日
数

を
記

載
し

、
「
見

込
み

」
欄

に
は

、
権

利
を

取
得

し
よ

う
と

す
る

農
用

地
等

を
耕

作
又

は
養

畜
の

事
業

に
供

す
る

こ
と

と
な

る
日

を
含

む
事

業
年

度
に

お
け

る
農

業
へ

の
年

間
従

事
日

数
の

見
込

み
を

記
載

す
る

。
　

な
お

、
「
年

間
農

業
従

事
日

数
」
に

は
、

農
業

部
門

に
お

け
る

労
務

管
理

や
市

場
開

拓
等

に
従

事
し

た
日

数
も

含
ま

れ
る

。


